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本研究の目的は、離婚経験者の生活水準の男女間の格差とその要因を定量的

にあきらかにすることである。近年の日本社会では離婚がふえる傾向にある [1]。

この傾向がつづけば、近い将来、日本における結婚のかなりの部分が離婚という

かたちで終わることになる可能性が高い [2]。離婚の増加が男女間の経済的格差

をどの程度拡大させるかという問いに対して、離婚経験者の経済的状況を定量的

に把握することによって答えるのが本研究の目標のひとつである。また、法的・

政策的な観点からは、法学者の提唱による衡平性志向の離婚給付改革 [3] [4] が

男女間の平等にどの程度寄与するかをあきらかにすることも意図している。 

離婚後の生活水準に大きな男女格差があることはよく知られている。しかし

それは一般常識レベルの知識として知られてきたにすぎず、科学的な測定の蓄積

がなされてきた領域ではなかった。ただし、近接する研究領域として、離婚によ

って生じる母子世帯の経済状況は、政策的な関心の高かった領域であり、例外的

に多くの実証的研究がおこなわれてきた。そうした研究の成果を利用して、母子

世帯の困窮要因からの類推をおこなうことにより、離婚後の男女の経済的格差の

原因が論じられてきた [5] [6]。 

代表性のある全国データを利用して離婚後の男女の経済状況を把握した研究

として、2005 年「社会階層と社会移動」日本調査 (SSM2005-J) [7] および 2004

年「第 2 回全国家族調査」 (NFRJ03) [8] による等価世帯所得  (equivalent 

household income) の分析がある。これらの分析によって、離婚後の等価世帯所

得は男性のほうが 40%から 55%程度高いことがわかっている。この男女格差の

主たる原因は、女性のほうが小さい子供をひきとっているケースが多いことと、

常時雇用の形態で就業をつづける女性がすくないことである。これらの変数は、

学歴を統制したうえでも大きな効果を持っている。また、結婚前の職業的地位は、

離婚後の等価世帯所得に対して有意な効果を持たない。これらの分析結果は、結

婚生活のなかで生じた状況の変化が離婚後の生活水準の男女格差をもたらすこと

を示している。また、この結果は、鈴木 [3] や本沢 [4] の提唱する新しい離婚

給付制度が男女間の経済的な格差を劇的に減少させうることを示唆する。彼らの

提唱する離婚給付改革案は、結婚生活のなかで生じた稼得能力の格差や子供の養

育にともなう経済的負担 (就業が抑制されることによる機会費用をふくむ) につ
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いて、衡平な調整を要求するからである。 

これらの分析は、定性的には一致した結果を出している。しかし、定量的に

は安定した結果ではない。なぜなら、分析による推定値の大きさがかなりちがう

からである。このため、離婚後の生活水準に男女間でどの程度の差があるのか、

またそれに影響する要因の効果はどの程度かという問いに対しては、一致した答

えが出ていない。 

本研究では、第 1–3 回全国家族調査 (NFRJ98, NFRJ03, NFRJ08) の 3 時点デー

タ (1999 年, 2004 年, 2009 年) を使い、定量的に安定した推定値をえることを目

指す。離婚経験者は NFRJ98, NFRJ03, NFRJ08 でそれぞれ 473 人, 494 人, 463 人

である。多変量解析によって安定した推定値をえるのにじゅうぶんなケース数を

確保できている。分析方法は、調査前年の年間世帯所得を世帯人数の平方根で除

した等価世帯所得の自然対数を従属変数とした重回帰分析である。この分析方針

は田中 [7] [8] でおこなった分析を踏襲している。3 つのデータ間でどのような

変動がみられるかを考慮したうえで、離婚経験を持つ対象者の生活水準の規定要

因とその男女差を分析する。 
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